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○ 最低賃金の引上げは、最低賃金法に基づき、①労働者の生計費、②労働者の賃金 
 の状況、③企業の賃金支払能力を総合的に勘案して決定されている。 
 
○ 現在、公労使からなる中央最低賃金審議会において、この春の賃金上昇率や物価の
状況、中小企業等に与える影響等を踏まえて、真摯な議論が行われているところであり、
労使交渉の状況を重大な関心をもって見守っているところ。 

 
○ 他方、最低賃金の与える影響については、この間の最低賃金の引上げにより、最低 
 賃金を引き上げた時に影響を受ける労働者の割合（影響率）が増大しているところ。 
  これは、最低賃金の効果が高まっているとみることもできるが、翻って、最低賃金に 
 よって労務コストが増大している企業が増えているということでもある。 
 
○ 企業に対する影響については、中小企業や、例えば宿泊業，飲食サービス業、卸売 
 業，小売業といった生産性が低い産業が最低賃金の影響率も大きい。 
  したがって、生産性向上を支援しつつ、最低賃金を引き上げていくことが重要。 

１ 



0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

全
 
国
 

神
奈
川
 

大
 
阪
 

青
 
森
 

北
海
道
 

宮
 
城
 

福
 
岡
 

岩
 
手
 

鹿
児
島
 

長
 
崎
 

東
 
京
 

埼
 
玉
 

広
 
島
 

秋
 
田
 

宮
 
崎
 

山
 
口
 

京
 
都
 

沖
 
縄
 

高
 
知
 

佐
 
賀
 

静
 
岡
 

大
 
分
 

愛
 
知
 

岐
 
阜
 

和
歌
山
 

熊
 
本
 

兵
 
庫
 

三
 
重
 

岡
 
山
 

千
 
葉
 

奈
 
良
 

山
 
形
 

島
 
根
 

新
 
潟
 

長
 
野
 

香
 
川
 

愛
 
媛
 

滋
 
賀
 

鳥
 
取
 

福
 
島
 

福
 
井
 

石
 
川
 

茨
 
城
 

富
 
山
 

徳
 
島
 

群
 
馬
 

栃
 
木
 

山
 
梨
 

（％） 全体（除く事業所規模５人未満） 小規模（事業所規模３０人未満※） 

最低賃金の引上げによる影響率 

５ 

影響率（最低賃金額を改正した後に、改正後の最低賃金額を下回ることとなる労働者割合）の推移 

○ 最低賃金の引上げによる影響は、都道府県ごとにばらつきがある。 
○ 神奈川県、北海道といった道県では、大企業を含めても影響率が７％を超えている。 
○ また、小規模事業所の方が影響が大きい。 

資料出所：厚生労働省「賃金構造基本統計調査特別集計」「最低賃金に関する基礎調査」 
（※）製造業等は100人未満まで調査対象としている。 ２ 

都道府県別の影響率 
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○ 近年、影響率は高まっている。 
○ 特に小規模事業所について高まっている。 
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資料出所 厚生労働省「平成26年賃金構造基本統計調査特別集計」，総務省・経済産業省「平成24年経済センサス‐活動調査」 
 注１ 影響率：改正後の最低賃金額を下回ることとなる労働者割合 
   （事業所規模５人以上の民営事業所（５～９人の事業所については企業規模が５～９人の事業所に限る。）を対象） 
  ２ 影響者数：平成24年経済センサス‐活動調査における常用雇用者数と臨時雇用者数の和に、平成26年賃金構造基本統計調査を 
   特別集計して算出した影響率を乗じることにより推計 
  ３ 短時間労働者：同一事業所の一般の労働者より１日の所定労働時間が短い又は１日の所定労働時間が同じでも１週の所定労働 
   日数が少ない労働者 

（千人） （％） 

○ 産業別に見ると、宿泊業・飲食サービス業
（9.4％）、生活関連サービス業・娯楽業
（6.4％）、卸売業・小売業（6％）などで影響率が
大きくなっている。 

最低賃金の引上げによる産業別の影響について 
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縦軸：労働生産性の水準（米国＝100）横軸：就業者シェア 
（2007年から2009年の平均） 
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○ 生産性の低い産業では、影響
率も高い 

実質最低賃金の 
国際比較 

出典：OECD Stat Extracts （2013年時点） 
注：OECDにおいて購買力平価を用いて米ドルに換算して比較したもの 

備考：製造業は赤。非製造業は青で色付けしている。 資料：ＥＵ ＫＬＥＭＳから作成 
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